
願 に 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 特 許 法 施 行 規 則 第 二 十 七 条 第 三 項 中 「 特 許 法 第 百 九 十 五 条

第 五 項 」 と あ る の は 「 意 匠 法 第 六 十 七 条 第 四 項 」 と 、「 た だ し 、 当 該 証 明 す る 書 面 に つ い て は 、

特 許 庁 長 官 が そ の 提 出 の 必 要 が な い と 認 め る と き は 、 こ れ を 省 略 さ せ る こ と が で き る 。 」 と あ る

の は 「 こ の 場 合 に お い て 、 既 に 特 許 庁 に 証 明 す る 書 面 を 提 出 し た 者 は 、 そ の 事 項 に 変 更 が な い

と き は 、 当 該 証 明 す る 書 面 の 提 出 を 省 略 す る こ と が で き る 。 」 と 、 第 二 十 七 条 の 四 第 四 項 中 「 又

は 第 四 十 三 条 の 三 第 一 項 若 し く は 第 二 項 の 規 定 に よ る 」 と あ る の は 「 若 し く は 第 四 十 三 条 の 三

第 一 項 若 し く は 第 二 項 又 は ジ ュ ネ ー ブ 改 正 協 定 第 六 条 ⒜ の 規 定 に よ る 」 と 、 第 二 十 八 条 中 「 願

書 」 と あ る の は 「 願 書 （ 意 匠 法 施 行 規 則 第 二 条 の 二 第 一 項 に 規 定 す る 願 書 を 除 く ） 」 と 読 み 替 え

る も の と す る 。

十 七 条 第 三 項 中 「 特 許 法 第 百 九 十 五 条 第 五 項 」 と あ る の は 「 意 匠 法 第 六 十 七 条 第 四 項 」 と 、「 た

だ し 、 当 該 証 明 す る 書 面 に つ い て は 、 特 許 庁 長 官 が そ の 提 出 の 必 要 が な い と 認 め る と き は 、 こ

れ を 省 略 さ せ る こ と が で き る 。 」 と あ る の は 「 こ の 場 合 に お い て 、 既 に 特 許 庁 に 証 明 す る 書 面 を

提 出 し た 者 は 、 そ の 事 項 に 変 更 が な い と き は 、 当 該 証 明 す る 書 面 の 提 出 を 省 略 す る こ と が で き

る 。 」 と 、 第 二 十 七 条 の 三 の 三 第 六 項 第 二 号 た だ し 書 中 「 同 法 第 四 十 三 条 第 七 項 」 と あ る の は 「 意

匠 法 第 十 五 条 第 一 項 に お い て 読 み 替 え て 準 用 す る 特 許 法 第 四 十 三 条 第 二 項 」 と 、 第 二 十 七 条 の

四 第 四 項 中 「 、 同 法 第 四 十 三 条 の 二 第 一 項 （ 同 法 第 四 十 三 条 の 三 第 三 項 に お い て 準 用 す る 場 合

を 含 む 。 ） 又 は 第 四 十 三 条 の 三 第 一 項 若 し く は 第 二 項 の 規 定 に よ る 」 と あ る の は 「 若 し く は 第 四

十 三 条 の 三 第 一 項 若 し く は 第 二 項 又 は ジ ュ ネ ー ブ 改 正 協 定 第 六 条 ⒜ の 規 定 に よ る 」 と 読 み 替

え る も の と す る 。

４ 〜 ９ ﹇ 略 ﹈ ４ 〜 ９ ﹇ 略 ﹈

様式第２（第２条関係） 様式第２（第２条関係）
［ 略］ ［ 略］
〔備考〕 〔備考〕
１～６ ［ 略］ １～６ ［ 略］
７ 意匠法第10条第１項の規定により関連意匠の意匠登録を受けようとするときは、「【あて
先】」の欄の次に「【本意匠の表示】」の欄を設け、その欄に「【出願日】」の欄を設けて「令和何
年何月何日提出の意匠登録願」のように本意匠の意匠登録出願の年月日を記載し、次に「【整
理番号】」の欄を設けて、本意匠の意匠登録出願の願書に記載した整理番号を記載する。本

意匠が複数意匠一括出願手続により一括してされる意匠登録出願に含まれる意匠であつ
て、本意匠が含まれる複数意匠一括出願手続の番号及び本意匠の意匠登録出願の番号が通
知されていないときは、「【本意匠の表示】」の欄に「【出願日】」の欄を設けて「令和何年何月
何日提出の意匠登録願（複数）」のように本意匠が含まれる複数意匠一括出願手続の年月日
を記載し、次に、「【整理番号】」の欄を設けて、当該複数意匠一括出願手続において本意匠
の意匠番号欄の次に記載した整理番号を記載し、「（【手数料の表示】）」の欄の次に「【その
他】」の欄を設けて、「本意匠が含まれる複数意匠一括出願手続の整理番号〇〇〇〇」のよう
に本意匠が含まれる複数意匠一括出願手続の「【書類名】」の欄の次の「【整理番号】」を記載す
る。本意匠が複数意匠一括出願手続により一括してされる意匠登録出願に含まれる意匠で
ある場合において、本意匠が含まれる複数意匠一括出願手続の番号が通知されており、か
つ、本意匠の意匠登録出願の番号が通知されていないときは、【本意匠の表示】」の欄に「【出
願番号】」の欄を設けて、「意願〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇」のように本意匠が含まれる複数意
匠一括出願手続の番号を記載し、次に、「【整理番号】」の欄を設けて、当該複数意匠一括出
願手続において本意匠の意匠番号欄の次に記載した整理番号を記載する。本意匠の意匠登
録出願が国際意匠登録出願


である場合は、「【出願日】」の欄に「令和何年何月何日提出の意
匠登録願」のように本意匠の国際登録の日の年月日を記載し、次に「【整理番号】」の欄を設
けて、「」のようにハイフンを記載し、「（【手数料の表示】）」の欄の次に「【その他】」の欄を
設けて、「国際登録番号ＤＭ／〇〇〇〇〇〇、意匠番号〇〇〇」のように本意匠の国際登録
の番号と意匠の番号を記載する。ただし、本意匠の意匠登録出願の番号が通知されている
ときは、「【本意匠の表示】」の欄に「【出願番号】」の欄を設けて「意願〇〇〇〇〇〇〇〇〇
〇」のように本意匠の意匠登録出願の番号を記載し、「【出願日】」及び「【整理番号】」の欄は
設けるには及ばない。また、「【その他】」の欄に本意匠の国際登録の番号と意匠の番号を記
載するには及ばない。この場合において、本意匠の意匠登録の番号を知つたときは、「【出
願番号】」の欄に代えて「【登録番号】」の欄を設け、「意匠登録第〇〇〇〇〇〇〇号」のように
本意匠の意匠登録の番号を記載することができる。

７ 意匠法第10条第１項の規定により関連意匠の意匠登録を受けようとするときは、「【あて
先】」の欄の次に「【本意匠の表示】」の欄を設け、その欄に「【出願日】」の欄を設けて「令和何
年何月何日提出の意匠登録願」のように本意匠の意匠登録出願の年月日を記載し、次に「【整
理番号】」の欄を設けて、本意匠の意匠登録出願の願書に記載した整理番号を記載する。本

意匠の意匠登録出願が国際意匠登録出願


である場合は、「【出願日】」の欄に「令和何年何月
何日提出の意匠登録願」のように本意匠の国際登録の日の年月日を記載し、次に「【整理番
号】」の欄を設けて、「」のようにハイフンを記載し、「（【手数料の表示】）」の欄の次に「【そ
の他】」の欄を設けて、「国際登録番号ＤＭ／〇〇〇〇〇〇、意匠番号〇〇〇」のように本意
匠の国際登録の番号と意匠の番号を記載する。ただし、本意匠の意匠登録出願の番号が通
知されているときは、「【本意匠の表示】」の欄に「【出願番号】」の欄を設けて「意願〇〇〇〇
〇〇〇〇〇〇」のように本意匠の意匠登録出願の番号を記載し、「【出願日】」及び「【整理番
号】」の欄は設けるには及ばない。また、「【その他】」の欄に本意匠の国際登録の番号と意匠
の番号を記載するには及ばない。この場合において、本意匠の意匠登録の番号を知つたと
きは、「【出願番号】」の欄に代えて「【登録番号】」の欄を設け、「意匠登録第〇〇〇〇〇〇〇号」
のように本意匠の意匠登録の番号を記載することができる。
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